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７  会議の概要  

 

委員長    ただいまから、総務文教委員会を開会いたします。  

本日は報道機関からテレビカメラ撮影の申出が多数

ありましたことから、あらかじめ許可しております

ので、御承知おきください。  

ここで報道機関の皆さんにあらかじめお願い申し上

げます。  

本日は多くの報道の方々がおいでですので、カメラ

等の取材スペースが大変込み合っております。委員

や当局説明員の席に過度に近づくなどの行き過ぎた

行為は、円滑な委員会運営の妨げになりますので、

節度を守った取材をされますようお願いいたします。  

審査に先立ち、委員会記録の署名委員に、松尾委員、

鋪田委員を指名いたします。  

本日の協議事項は、「富山市立北部中学校の事案に

かかる調査組織」から提出を受けた調査報告書の要

旨及び今後の再発防止策についてであります。  

これより当局の説明を求めます。  

 

教育委員会事務局長 〔挨拶〕  

 

学校教育課長 〔委員会資料により説明〕  

 

委員長    ただいまの説明について、質問はありませんか。  

 

鋪田委員   今朝、報告書を頂きましたので、読み込んで考えを

まとめる時間はありませんでしたが、結果的に学校

の取られた対応と市教育委員会の問題点がはっきり

と指摘されておりました。  

これまでも本会議において、いじめに関する質問に

対し、現場をよく知る教育長からその対応や取組に

ついてしっかりと答弁があったように記憶しており

ますが、それが現場へしっかりと届いていなかった

のかと、非常に残念な思いをしております。  

これまでの対策をさらに強化し、新たな取組も検討

されるということでありますが、一人一人の教員が、

この問題に関する案件を抱え込んでしまったことが、
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組織としての対応の遅れにつながったのではないか

という感じもします。  

私自身も今、小・中学生を対象にスポーツの指導を

していて、そのような場面に出くわすことがあるの

で、教えることの喜びと同時に不安を非常に感じる

のですが、相談できる相手がいれば早く手を打てた

ような気もいたします。  

教職員も含めた個人の実際に抱える悩みを、組織の

中にどのようにつないでいくのかが非常に大事だと

思います。この点について、組織的な研修を行うな

ど、いろいろと委員会資料に書かれておりましたけ

れども、もう少し具体的に詰めていかなければなら

ないことや、書き切れていないことがあれば、お答

えいただけませんでしょうか。  

 

学校教育課長 研修の充実ということを挙げさせていただきました。

相談しやすい雰囲気の、風通しのよい職場や組織を

つくるためには、校長や教頭といった管理職のリー

ダーシップと学校を変えていこうとする意識が何よ

りも大切だと考えております。  

初めて校長や教頭になった方に対しては、初任校長

研修会や初任教頭研修会で、いじめが法的なものと

してはどのように扱われているのかという基本的な

知識を伝え、理解してもらうことが重要であると考

えています。また、組織の中で困ったことがあった

らいつでも相談できるということを、教職員に隅々

まで伝えてもらうとともに、自ら率先して言ってい

ただくことが重要だと思っております。  

まずは、初任校長研修会や初任教頭研修会で、初め

て校長や教頭になられる方々に対し、丁寧な対応を

進めてまいりたいと考えております。  

 

鋪田委員   亡くなった生徒が１学年時に他の生徒から受けた出

来事が１つのきっかけになり、表面には出てこなか

ったけれども、どこかの段階でトリガーとなり引っ

張り出されたということです。例えば、小学校から

中学校へ上がる際や、学年が上がっていくごとに、

その引継ぎといいますか、課題について―もちろん



 3 

１人の先生で抱え込んでいたらどうにもできないの

ですけれども―やっぱり組織として引き継いでいく

仕組みづくりは、すぐに具体的に盛り込んでいかな

ければならないと思うのです。  

実は、私自身も小学校の卒業の頃にいじめに遭って、

中学校の３年間は何とか過ごしたのですが、高等専

門学校に入学してからそれが発症してしまったとい

うことがありました。学校や学年の境目でうまくつ

なげることが非常に重要だと思うのですが、その対

策はどのようにお考えでしょうか。  

 

学校教育課長 先ほど申しました、風通しのよい職場や何でも相談

できる職場を実現できるような仕組みが重要だと考

えております。例えば、生徒指導日誌というものを

インターネット上で共有し、一部の先生だけではな

く、気になったことをみんなでいつでも書き込める

ような形にすることで、一人一人の小さな気づきを

集約し、そしてそれをみんなで閲覧できるような体

制を取れる仕組みづくりが重要かと思います。  

やはり、何においても素早く全員で共有することが

できるような仕組みづくりについて、今後、各学校

の知恵を絞り合いながら進めていきたいと思います。  

 

鋪田委員   ある先生にとっては何げない光景が、経験のあるほ

かの先生から見ると最初のシグナルであるというこ

ともありますので、今ほどおっしゃったように、１

人で抱え込まずに組織的に対応できるようにしっか

りと進めていっていただきたいと思います。  

 

赤星委員   今朝、資料に一通り目を通したのですけれども、私

が特に驚きましたのが、調査報告書要旨の５ページ

（４）法や「いじめ防止等のための基本的な方針」

等に照らし中学校の対応について指摘できる問題点

と、６ページ（５）市教育委員会の対応について指

摘できる問題点です。（４）の問題点については、

このページが全部埋まるほど、幾つものするべきこ

とがされていなかったと。それから、市教育委員会

としても電話での確認以外には何もしていなかった
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ということが指摘されまして、返す返すも悔しいで

す。中学生の貴い命が失われてしまったこと、取り

返しのつかないことが起きてしまったことに本当に

ショックを受けております。  

先ほど冒頭の挨拶で、教育委員会事務局長は重く受

け止めるとおっしゃいましたけれども、調査組織か

ら指摘されたそれぞれの事項については全て事実で

あって、市教育委員会としても学校としても異論は

ないということでよろしいのでしょうか。  

 

教育委員会事務局長 この事案が発生しましてから、早急に事実関係の調

査をすべきという判断をしました。私ども内輪での

調査組織で立ち行かせるものではなく、公平性、中

立性を原則とした方々に判断をいただくことが当然

だろうと。これは、国のガイドラインでも、そのよ

うな観点から調査を行うようにと記載されておりま

す。  

公平性、中立性が確保された第三者の組織の判断で

行ってきた調査で示された結果ですから、繰り返し

ますけれども、大変重い結果でありますし、再発防

止に向けて指摘されたことについては、本当に真摯

に受け止めて取り組んでいくべきだと思います。た

だ、今回の調査だけで、全ての再発防止になるもの

ではないと思っております。  

先ほど鋪田委員からも御指摘いただいたような点に

ついては、まだまだ対策を講じなければいけないで

すし、私どもだけでは知り得ないこともきっとある

でしょうから、外部の方々の御意見も十分にお聞き

して、今後、このような不幸な出来事が起きないよ

うに、全力をもって万全を期してまいりたいと思っ

ております。  

 

赤星委員   同じく（４）の中学校の対応について指摘できる問

題点について、重大事態があったときに、「速やか

に、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に

組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法によ

り当該重大事態に係る事実関係を明確にするための

調査を行うものとする。」と規定している、いじめ
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防止対策推進法第２８条に違反していたということ

です。  

それから、同法第３０条では、重大事態が発生した

旨を市教育委員会を通じて市長に報告しなければな

らないとありますが、それもしていなかったという

ことで、これも法に違反していたということです。

法令違反であったということはお認めになりますか。  

 

学校教育課長 このように法で決まっていることに対して、対応が

遅れたということについては、不適切であったと考

えております。  

 

赤星委員   対応が遅れたのではなくて、していなかったのでは

ないのですか。  

 

学校教育課長 率先して進んで対応を行っておらず、その場で素早

く行動できなかったということは間違いありません。  

 

赤星委員   何かはっきりしない変なお答えだと思うのですけれ

ども、この子が自殺するに至ってしまってから、全

て報告されたのではないのですか。  

 

学校教育課長 亡くなってからの報告になってしまったということ

で、市教育委員会として大変反省しております。  

 

赤星委員   （４）中学校の対応と（５）市教育委員会の対応の

それぞれの問題点について、どの項目がいじめ防止

対策推進法第何条違反なのか、それと、富山市いじ

め防止基本方針の何に違反しているのか、それぞれ

お答えいただければと思います。  

 

学校教育課長 まず、本件が重大事態に該当する訴えに当たるもの

と考えるところ、そのように取り扱わなかったこと

については、いじめ防止対策推進法第２８条に当た

ります。  

それから、重大事態が発生した旨を市教育委員会を

通じて地方公共団体の長である市長に報告しなけれ

ばならないにもかかわらず報告していなかったとい
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うことは、いじめ防止対策推進法第３０条に当たり

ます。  

あと、組織的に対応しなかったという項目ですが、

富山市いじめ防止基本方針は法に準ずるものとして

扱っておりますけれども、組織的に対応するという

ことが書いてあるので、そこにも触れていると思っ

ております。  

その他、細かい部分については、今、御指摘があり

ましたように、市教育委員会のほうで法のどこに当

たるのかをしっかりと確認し、学校にも指導し、そ

して市教育委員会自らも反省し進めていきたいと思

います。  

 

赤星委員   中学校側でこのような状態になっていたのに、これ

だけのするべきことがなぜ行われなかったのか、ど

のようなことが原因だと分析しておられますか。  

 

学校教育課長 （５）にございますように、市教育委員会として電

話で一報を受けていた件で、それが解消されたのか

どうか、こちらのほうから積極的に理解しようとす

る部分について、大変不備があったと重く受け止め、

大変反省しております。  

 

赤星委員   この事件が起きたときの報道の際、学校側としては、

校長が、いじめではなくて人間関係のトラブルだっ

たと発言をされたり、一方的かお互いさまかと思っ

ているというような発言をされたりして、それを聞

いてみんなで驚いたのですけれども、学校の中でど

うしてそのようなことになっていたのか、それは分

析しておられますか。  

 

学校教育課長 調査組織から報告書が上がってきて以来、どこで、

どうして調査をしなかったのか、もしくは、情報共

有されなかったのかということを、１つずつ丁寧に、

調査報告書を見ながら確認してまいりました。  

その中で、原因が大きく２つ考えられますが、１つ

に管理職である校長や教頭だけではなく、全ての教

員が、まず、いじめの定義―具体的にいえば、受け
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た側の気持ちが最も大事なのだという、いじめ防止

対策推進法の一番大事なところについて、理解して

いなかったこと、そして２つに、先ほどから何度も

申し上げているとおり、小さな気づきが１人の教員

の中にとどまっていて、組織の全員で共有できてい

なかったこと、それから、そのような仕組みもしっ

かりと構築されていなかったことが問題だと感じて

おります。  

加えて、市教育委員会もそのことを学校任せにせず、

どうなっているのかという確認の対応をすべきだっ

たことについて、至らなかったと反省しております。  

 

赤星委員   ３５年前に、奥田中学校の女子生徒がいじめを受け

て自殺したことを受けて、いろいろな教訓から、も

う二度と独りにはさせないと、いろいろなことを見

直してきたはずなのに、今回、貴い命が失われたこ

とが本当に悔しいし、申し訳ないと思います。  

この調査報告書を御遺族に渡されて、今、御遺族側

の弁護士さんと共に分析をされている最中だと思い

ますけれども、御遺族側から意見書が出せると聞い

ております。  

その意見書は、いつまでに出されて、その出された

意見書に対してはどのような対応をされるのか教え

てください。  

 

学校教育課長 意見書につきましては、まず法の上では、いつまで

に提出しなければならないという決まりはございま

せん。  

まずは膨大な量の報告書を読み込んでいただいてい

るところだと思いますので、読んでいただいて、意

見書の提出があれば受け取りたいと思っております。  

当然、御遺族にとってすぐに意見書を出すことは感

情的にも難しいと思いますので、意見書の提出があ

れば我々はきちんとそれを受け取って、調査報告書

と併せて市長に報告をする予定です。  

意見書が提出され次第、速やかに市長へ報告に行き

たいと考えております。  
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松尾委員   今、いろいろと報告をいただきまして、このような

ことは二度と起こさないということを、改めて決意

させていただいているところであります。  

先ほど、教職員の研修をしっかりと徹底していくと

いうことを言われたのですけれども、いじめる側が

１００％悪いのだというところからスタートするべ

きだと私は考えるのですが、見解を伺いたいと思い

ます。  

 

学校教育課長 いじめの定義では、一定の人間関係がある生徒等の

行為により苦しい思いを感じるということが、もう

いじめに当たると。自分はいじめたつもりはないと

どれだけ主張しようとも、受け止めた側である被害

側が苦痛を感じていることがいじめに該当するのだ

という認識を、子どもたちや先生方、我々市教育委

員会の人間もきちんと理解することが重要だと思っ

ております。  

 

松尾委員   いじめる側が１００％悪いのだというところからス

タートしていくべきであり、それを教職員の皆様に

も研修の中でしっかりと言っていただきたいと思い

ます。  

それと今、お話を伺って、学校内にとどまらず、教

職員が校外で相談できるような体制が非常に必要だ

と感じました。  

自分もたくさんの校長とお話ししてきて、もちろん

本当に立派な校長がほとんどでありますし、校内の

ことを信じていないわけではないのですけれども、

教職員もなかなか言えないこともあるのではないか

ということをすごく感じます。  

教職員が相談できる学校外の体制というものを今後

検討していただきたいと思ったのですけれども、見

解を伺いたいと思います。  

 

学校教育課長 校内だけにとどまらず、例えば警察や少年サポート

センターなど学校以外の様々な機関へ相談できるよ

うな体制を今後もぜひ増やしていけるように進めた

いと思います。  
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先ほど申し上げましたとおり、本来ならば、まずは

市教育委員会が学校に逐一連絡を取って、相談に乗

る立場になるべきだと考えております。そこが至ら

なかったことは反省しております。  

あわせて、市教育センターの教育相談係という担当

もございます。学校以外の様々なところで、できる

ことがないか、いま一度検討してまいりたいと思っ

ております。  

 

松尾委員   私は市教育センターでいいと思っているのですけれ

ども、学校内のことでなかなか言いづらいことがあ

れば、市教育センターでいつでも気軽にしっかりと

相談できるような体制づくりが非常に重要だと感じ

たものですから、お願いしたいと思います。  

あと、昨年から私も市教育委員会の皆さんといろい

ろとやり取りをしてきましたけれども、１人１台端

末を活用して、児童・生徒が、学校内だけではなく

校外でもしっかりと相談できる、ささいなことでも

気軽に言える相談体制をつくってほしいということ

で、今、スタートしているのです。非常に気になる

のは、その相談体制や、いつでも相談できることの

啓発が学校に任されているというところです。ＳＯ

Ｓの出し方を教育する中で、端末を使って、いつで

も何でもささいなことを相談できることが、一人一

人の児童・生徒に本当に伝わっているのかどうかが

すごく気になりました。  

というのも、何人かにお聞きしましたら、知らない

という子もいたので―いろいろな事情があって、そ

の子だけが知らなかったのかもしれないのですけれ

ども―児童・生徒が、学校外でもしっかりと気軽に

相談できる体制というものを、本当に本気になって、

啓発活動として教育の中で徹底していただきたいで

すし、一度、各学校にそのことを調査していただき

たいと強く要望するのですが、いかがでしょうか。  

 

学校教育課長 今、松尾委員がおっしゃったように、１人１台端末

を使った教育相談に関する情報が全ての子どもたち

に行き渡っていない可能性があるとしましたら、こ
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ちらの周知不足だと認識しております。  

この後、このような相談体制があることについて、

一人一人の児童・生徒に何度も繰り返し周知を進め

ていきたいと思います。  

また、児童・生徒、教員だけではなく、保護者への

周知も併せて進めることで、子どもたちが様々なと

ころからＳＯＳを出せるということを理解していた

だけるように、市教育委員会としては、精いっぱい

取り組みたいと思っております。  

 

松尾委員   改めて、ささいな相談がたくさん来ることを私は本

当に望んでいますし、また、市教育委員会や学校の

教職員の皆さんには、それにしっかりと応えられる

存在であっていただきたいということを望んで質問

を終わります。  

 

柞山委員   今、中身について相当触れていただいたところであ

りますが、重大事態ということで、久保議員が本会

議で再三質問したときから振り返ってみると、今さ

らですがやはり認識が甘かったと思っております。  

私のほうからは形式的ですが、この調査報告書要旨

は、今日に至るまでに、聞き取り調査の対象の方々

や調査組織に相談してまとめられたのかお伺いしま

す。  

何を言いたいのかといいますと、調査にここまで時

間がかかった中で、全体で１００ページ以上ある調

査報告書を皆さんに説明するのはなかなか難しいと

思いますので、要旨をつくられたということですけ

れども、この要旨はどのようにまとめられたのか―

この内容を見て疑義はありませんが、改めて、どの

ような手順で要旨をまとめてこられたのか、具体的

に聞きたいと思います。  

 

学校教育課長 先日９月２０日に調査報告書を受け取りまして、ま

ずは、市教育委員会事務局内で報告書の全てに複数

人で目を通し、要旨案を作成しました。要旨案は、

先ほど申しましたように、個人情報や人権への配慮

を踏まえた上で、元の報告書から抜き出すというか、
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まとめる形で作成しました。その後、市教育委員会

事務局内でこの要旨案についてしっかりと検討し、

翌日９月２１日に調査報告書と要旨案を御遺族の方

とその代理人の方にお渡しして、要旨案の内容で公

表させていただいてよろしいか確認し、了解をいた

だいたところです。  

そのほか、調査に協力していただいた中学校の教職

員、生徒、それから生徒の保護者等に対しては、調

査内容に関する説明を昨日の夜まで行っておりまし

た。  

さらに、要旨はこちらがつくったものですので、調

査報告書をつくった調査委員の方々の考えと市教育

委員会の考えがずれていないかということを調査委

員の３名の方々にも確認していただき、公表しても

よいという確認を取っております。  

そして、今日の公表に至ったという次第でございま

す。  

 

柞山委員   今ほど述べられたとおり、随分時間をかけて関係者

の意見をまとめてこられたと思うのですが、この要

旨についてはその方々からいろいろな意見もあった

かと思います。具体的に言えることであれば、この

要旨に関する関係者の方々の意見をお聞かせいただ

けないでしょうか。  

 

学校教育課長 すみませんが、調査報告書の要旨の説明をした際の

それぞれの方々の反応については、ここでは伏せさ

せていただきたいと思います。  

 

柞山委員   配付されたのは要旨ですが、調査報告書そのものの

中身を確認したいときは、情報公開請求などで閲覧

できるのですか。また、その保存の仕方や取扱いに

ついてお伺いします。  

 

学校教育課長 調査報告書につきましては、富山市の情報公開制度

で請求することは可能となっております。  

ただ、個人情報に配慮した上で公開する形になると

思います。  
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柞山委員   もう１点確認です。要旨は個人情報や個人を特定で

きるようなもの等を除いているということですけれ

ども、例えば市教育委員会が不利になるような話―

不利なこともいっぱい書いてありますが―を抜いた

ということはありませんか。  

 

学校教育課長 あくまでも、生徒、保護者等のプライバシーや個人

情報に関わることだけが抜いてあります。学校や市

教育委員会の問題点については、個人情報ではござ

いませんので、情報公開できるものは全て公開でき

ると考えております。  

 

柞山委員   再発防止の取組の中で、不登校特例校の開設につい

ては調査・研究するという話が以前からありますが、

その年の春から調査・研究をしていては、スピード

が遅いのではないかと思います。やはり、そのよう

な姿勢こそ、今の検証や内部の意識統制といったこ

とにも表れると思うのです。同時並行で、しっかり

と進捗を早めてほしいと思うのですが、どうでしょ

うか。  

 

教育委員会事務局長 今、柞山委員がおっしゃったとおりといいますか、

不登校の問題については富山市のみにとどまらず、

全国で大変重要な課題であり、早く取り組まなけれ

ばならないということは、私が言うまでもないこと

だと思っております。  

スピード感がないのではないかと受け止めていらっ

しゃることは、私どもが取り組んでいる作業がなか

なか見えづらいところもあってのことかもしれませ

ん。一刻も早く待ったなしの対応が必要であること

は私どもも承知し、認識しているところでございま

すので、本日御指摘いただいたことも踏まえて、一

刻も早く、そのような体制が構築できるように、万

全を尽くしていきたいと改めて受け止めてまいる次

第でございます。  

 

東委員    説明を受けて、総務文教委員からもいろいろな意見

が出された中で、学校現場や市教育委員会でしっか



 13 

りと受け止め、この再発防止策を進めていただくこ

とが重要であることは言うまでもありません。  

私からのもう１つの視点として、児童・生徒の人格

などは単に学校内だけで形成されていくのではなく

て、家庭や地域社会などのいろいろな環境の中で形

成されるものです。実際、学校に通う年齢になって

も、学校だけにいるということではなくて、地域社

会の中でも育っているということです。  

私が子どもの頃は、地域で危険な遊びをしたり、自

転車の二人乗りをしたりしていると、周りから注意

してもらうなど、地域社会にも育てられてきたとい

うことが結構あったように思います。  

今回の報告の中で、学校現場や市教育委員会で取り

組んでいかなければならないという思いはすごく出

ているのですけれども、地域社会に対して、お互い

に協力していってほしいという訴えかけが入ってい

てもいいと思います。地域社会との関連に関して、

市教育委員会としてどのように考えているのかお聞

かせいただきたいと思います。  

 

学校教育課長 今、地域の力も借りながらという御指摘を受けまし

たが、今年度から富山市内の小学校全てがコミュニ

ティ・スクールになったということも、いじめを防

止することに役立つのではないかと考えております。  

学校運営協議会という地域の方々が参加する会議で、

学校の現状を情報としてきちんと赤裸々にお伝えし

て、学校としてはこうします、市教育委員会として

はこうします、地域の方々にはまた見守りをお願い

したい、というように、みんなで考え、みんなで決

め、みんなで進めていくという体制を、コミュニテ

ィ・スクールでは担っていくことができるのではな

いかと考えております。  

このような機会に学校の実情をきちんと示して、地

域のみんなで取組を進められるように、コミュニテ

ィ・スクールの研修会等の充実も図っていきたいと

思っております。  

 

東委員    コミュニティ・スクールが新たに始まっているとい
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うことですが、中心市街地や中山間地等、地域によ

ってもコミュニティ・スクールの中身に違いがある

と思います。違いがあって当然ですが、今おっしゃ

ったようにしっかりと交流をしながら、中山間地で

取り組んでいることでも、中心市街地で活用できる

ことがあるのではないかなど、しっかりと連携もし

ていくことが大事だと思います。  

それと、スクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカー等を増やしていくことも書いてあります

が、やはり、学校内で問題を解決しようと思っても

―教職員の数が足りないということで、長時間労働

については私もよく本会議の一般質問で問題にして

きましたが―そもそも長時間労働の中で対応しよう

と思っても限界があります。不幸な事態が二度と起

きることのないように、市教育委員会としては、教

諭のみならず、スクールカウンセラーやスクールソ

ーシャルワーカー等のサポート人材の増員要求をし

ていく必要があると思うのですが、そのあたりの決

意をお伺いします。  

 

学校教育課長 先生ばかりに任せきりにすることがないように、現

場にはスクールカウンセラー、スクールソーシャル

ワーカー、そのほかいじめ専門のスクールカウンセ

ラー等がおりますが、市教育委員会としては、増員

ができるように検討してまいります。それから、冒

頭にも話をしましたように、学校にはそのような方

々がいること、先生自身もその方々に悩みを直接相

談することができることの周知も含めて、進めてい

きたいと思っております。  

 

赤星委員   委員会資料の２ページ（１）いじめの対応に係る問

題の再発防止策にいろいろと記述があります。その

中でイの②に富山市いじめ防止基本方針の改定（令

和５年８月）を受けて、各学校が作成しているいじ

め防止基本方針を見直し、改めて内容を共有する、

とありますけれども、本年８月に富山市いじめ防止

基本方針の内容をどのように改定したのでしょうか。  
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学校教育課長 本年４月から、いじめの重大事態に関しては、発生

した時点で国のほうに速やかに報告するという制度

が始まりました。重大事態については、疑いの時点

でもしっかりと報告することが法的にも定められ、

文部科学省からの通知もありましたので、その内容

を富山市いじめ防止基本方針に盛り込みました。  

また、富山市いじめ問題対策連絡協議会等条例を制

定いたしました。これまでも、富山市いじめ問題対

策連絡協議会というものはございましたが、条例に

基づき位置づけられたものではありませんでした。

実効性を担保するためにもきちんと条例に基づいた

組織にしようということで、条例を制定しました。  

そのような内容の変更がありましたので、この８月

に富山市いじめ防止基本方針にそれらを盛り込み、

改定したところでございます。  

 

赤星委員   改定前と改定後の富山市いじめ防止基本方針を資料

として御提供いただけないでしょうか。  

 

学校教育課長 広く知っていただくために、ホームページにも公開

しておりますので、御提供することは可能でござい

ます。  

 

金岡委員   当該生徒が不登校につながった要因の１つとしてい

じめがあったのかもしれませんが、自殺につながっ

た原因としては、ＳＮＳなどからも居場所がなくな

ったことにあるのではないかと思います。  

この調査報告書の要旨では、不登校時の学校の対応

についてはあまり触れられていなかったと思うので

すが、学校側はどのように対応していたのか、お聞

かせください。  

 

学校教育課長 学校のほうは不登校の生徒に対して、学習の面でも

資料等を渡すなど、逐一情報提供するなどして対応

していたと聞いております。  

 

金岡委員   学校に来られないのであれば、校外適応指導教室を

紹介することも考えられますが、そのようなことは
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されていなかったのですか。  

 

学校教育課長 ほかの学校と同様に、学校のほうから様々な方策を

紹介していたとは聞いております。  

ただ、今回このようなことになったので、そこは至

らなかった部分がたくさんあったのではないかと、

市教育委員会としても感じております。  

 

金岡委員   対策として、校内適応指導教室を増やしていくこと

にも触れられていたのですけれども、人間関係のこ

じれがあった場合、校内適応指導教室だと、なかな

か行きづらいということもあるのではないかと思う

のです。今現在、市内には校外適応指導教室が２つ

ありますけれども、これを、今後もう少し身近にな

るように増やしていくことは検討されるのでしょう

か。  

 

学校教育課長 現在、校外適応指導教室は２つ、校内適応指導教室

は６つ存在しております。  

おっしゃるとおり、学校の外がいい、学校の中がい

いというように、一人一人の子どものいろいろな状

況に合わせて―不登校特例校のようなところがいい

という子どももいますので―いろいろな選択ができ

るように、市教育委員会としては検討していきたい

と思っております。  

 

金岡委員   子どもの居場所として、適応指導教室やフリースク

ールなどいろいろあると思うのですが、まず、心の

よりどころという意味でも大事だと思います。  

確かに、いじめや人間関係のこじれを身近で見てい

るのは先生であると思うのですが、なかなかその対

応にまで手が回らないことがあると思います。  

先ほど東委員も言われたのですけれども、何かが起

きてからスクールカウンセラー、スクールソーシャ

ルワーカーの方に頼るのではなくて、もっと主体的

に関わっていただくことも必要ではないかと思うの

です。１校に１人配置することはなかなか難しく、

多分、他都市でもなかなかないと思うのですが、今
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後、このようなことが二度と起きては駄目だという

強い意思を持って、もう少し思い切った増員が必要

になってくるのではないかと思います。  

あと先ほど、何か起きた場合にインターネットでほ

かの先生たちと情報共有するという話があったので

すが、そのような場合のスクールソーシャルワーカ

ーやスクールカウンセラーの関わりについて、今後

どうされるのかお聞きします。  

 

学校教育課長 スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ーにつきましては、学校現場からは、その存在が大

変ありがたいという意見を聞きますので、今ほどお

っしゃった増員等については、今後検討してまいり

たいと思っております。  

 

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめます。  

これをもって、総務文教委員会を閉会いたします。  
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